
署名活動にご協力お願いいたします。

居酒屋・喫茶店・レストラン等では、飲食しながら

たばこを吸うことができなくなる！？

東京都受動喫煙防止条例の概要

◆対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲

◆対象となるたばこ商品

⇒ 紙巻きたばこや葉巻に加えて、加熱式たばこも対象

施設の類型

医療施設、小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設 等 敷地内禁煙

官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館、バス、タクシー、航
空機 等

屋内禁煙、喫煙専用室設置不可
（乗物については車内禁煙）

飲食店（※）、ホテル、旅館、娯楽施設、事業所、百貨店、駅、
空港ビル、船着場、バスターミナル、鉄道、船舶 等

原則屋内禁煙、喫煙専用室設置
可
（鉄道と船舶については原則車内
禁煙、喫煙専用室設置可）

※30㎡以下のバー・スナック等の内、従業員を使用しない店、ま
たは全従業員が同意した店、かつ未成年者を立ち入らせない店を
除外

署名活動の趣旨

◆受動喫煙防止条例の検討にあたっては、都民や事業者の声に耳を傾け、

慎重な議論がなされることを望みます。

◆私たちは、お客様と事業者が「喫煙」「分煙」「禁煙」の店舗を自由に選択できる

多様な社会を求めます。

※WEBに記載いただいた個人情報は、受動喫煙防止対策の推進に関する要望を申し入れる目的で、関係各所に提供いたします。

※個人情報保護方針にご同意のうえご登録ください。
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